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慈

円

の
著

述

と

し

て
今

日
学

界

の
通

説

と

せ

ら
れ
る

「
愚
管

抄

」

に

さ
て

も

さ

て
も

こ

の
世

の
か
わ

り

の
継

目

に
生

れ

あ

い
て
、

世

の
中

の
眼

の
前

に

か
わ

り

ぬ

る
事

を

、

か
く

け
ざ
け
ざ

と

見

侍

る
事

こ
そ

、
世

に
あ

わ

れ

に

も
、

あ

さ
ま

し

く

も
覚

ゆ
れ
、

人

は
十

三

、
四

ま

で
は
、

さ

す

が

に
幼

き

程

な

り
、

十

玉

六
ば

か

り

は
心

あ

る
人

は
皆

何

事

も

弁

へ
知

ら
る

丶
事

な
り

と

あ
る
、
こ
れ
に
よ
る
と
十

五

、
六
歳

の
青

年

期

に
入

れ

ば
政

治

、
経
済

、
社

会

の
万
般

に
渉

り

、是

非
善

悪
正

邪
曲
直

の
分
別

智

が
養

わ
れ
る
と
云
う
主
張
に
結
帰
す
る
。
し
か
し
こ
の
分
別

智

の
分

別

思

量

の
体

系
的

整

理

は

よ
り

一
層

の
後

年

を
待

た
ざ

る
を

得

な

い
。
之

れ
を
慈

円

の
場

合

に
該

当

せ
し

む
れ

ば
、

そ

の
青

年
期

に
萌

し

た
史

観

は
、

十

一
歳

以

後

生

活
し

た
仏

教
社

会

、

そ

の
出
自

の
貴
族

社

会

、
殊

に
藤

原

同
族

集

団

の
思
考

形

式

殊

に
近
親
者

の

思
想

的

影

響
下

に
育

成

せ

ら
れ

、
遂

に
承
久

二

年

(
一
二
二
〇

)

愚
管

抄

七
巻

の
大

成

を

見

る

に
至

つ
た
と

思

わ

れ

る
。

慈

円

は
法
性

寺

関

白
藤

原

忠

通

の
子

で
、

母

に

つ

い
て

は
座

住

記

、

今
鏡

、
門

葉

記

に
よ

れ
ば

、

藤
原

伸

光

の
女

加
賀

で
あ

る

か

ら

、
藤
原

兼

実

と

同
腹

で
あ

の

、
親

近

の
度

が
他

の
兄
弟

に
比

し
て

深

か

つ
た

こ
と

は
、
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玉
葉

に

お
い
て

十

分
看

取

せ
ら

れ

る
。

し

か
し
兼

実

の
建
仁

二

年

(
一
二
〇

二
)

の
出

家

に
当

り

、
奈

良
法

印

信

円

を
以

て
騷

を
剃

ら

し
め

た

こ
と

は
、

彼

が

氏
寺

興
福

寺

の
別
当

で
あ
り

、
慈

円

よ
り

二
歳

の
年

長

で
あ

る

こ
と

、

更

に
信

円

の
母

が
中
納

言

源

国

信

の
女

で
あ

つ
て
、

異
母

弟

で
あ

る

諸
条

件

に

よ
る

も

の

で
あ

ろ
う
。

か

く

の
如

く

兼
実

と

親
昵

性

の
緊

密

な

慈
円

は

、
兼
実

の
思

想
的

傾

斜
を

考

慮

す
る

こ
と

に
よ

り
、

両
者

の
関

係

交

渉

に

よ

つ
て
深

め

ら
れ
、

大

成

せ
ら
れ

た
と

見

る

こ
と

は
、

敢

え

て
偏

見

的

見
解

で

は
あ

る
ま

い
。

藤

原
兼

実

は
治

承

四
年

+
二

月
廿

九

日
、

已

刻

量

衡
朝

臣

征

二
伐

南
都

、

只

今
帰

洛

云
云
、
又

人
云
、

興

福

寺

、

東

大

寺

已
卞

、

堂

宇

房

舎

、

払

セ

地

焼

失

、

於

二

御

社

緯

者

免

了

云

々
、

又

悪

徒

三

十

余

入

襞

二
首

之

、

其

残

逃

籠

春

日

山
一

云

々
、

至

二

干

凶

徒

之

被

ワ

戮

者

、

還

為

二

御

寺

要

事

鴨

、

七

大

寺

己

下

、

悉
変

二

灰

燼

瞬
之

条

、

為

レ

世

為

レ

民

御

法

王

法

滅

尽

了

歟

、

凡

非

凱
言

語

之

所

7

及

、

非

二

筆

端

之

可

▽

記

、

余

聞

二

此

事

、

心
神

如

レ
屠

、

自

ン

昔

天

性

之

所

レ
稟

、

曾

漆

楯
'蕩

命
哨

、

只

欲

γ

不

レ

留

二
遺

恨

之

名

噛

、

而

去

冬

以

後

、

取

鉱

諸

身

鞠

極

工

生

涯

之

怨

{

、

当

二

此

時

}

忽

見

二

我

氏

之

破

滅
噛

、

以

ソ

彼

比

v
之

、

敢

不

ゾ

足

レ

為

ソ
喩

、

恨

還

為

v

悦

者

歟

、

凡

仏

寺
堂

舎

雖

レ

満

二

日
域

馬

、

東

大

、

興

福

、

延

暦

、

園

城

、

以

レ
之

為

レ
宗

、

而

於

工

天

台

之

両

寺

(

者

、

度

々
遭

二

其

災

一

、

至

二

于

南

都

之

諸

寺
一

、

未

レ

曾

二

如

y
此

之

事

晒

当

二

悪

運

之

時
凱

、

顕

二
破

滅

之

期

一

歟

、

誠

是

雖

二

時

運

之

令

一
然

事

、

当

時

之

悲

哀

、

甚

三

於

喪

二

父

母

一

、

愁

生

而

逢

二

此

時

一

、

宿

業

之

程

、

来

世

又

無

v

憑

歟

、

天

下

若

有

二

落

居

之

世

}
者

、

早

可

ゾ
遂

山

林

之

素

懐

繭

、

臨

終

正

念

之

宿

願

、

一
期

之

大

要

也

、

淳

素

之

世

、

於

レ

今

者

難

レ
期

二

其

時

一

歟

、

仰

γ

天

而

泣

、

伏

レ
地

而

哭

、

拭

二
数

行

之

紅

涙

嘛

、

摧

貞

五

内

之

丹

心
、

、

言

而

有

レ
余

、

記

而

無

レ

益

、

努

力

々

々
」

と

あ

る

。

こ

の

中

注

目

せ

ら

れ

冬

こ

と

は

「
仏

法

王

法

滅

尽

了

歟

」

、

「
当

二

悪

運

之

時
↓

、

顕

こ
破

滅

之

期

一

歟

、

誠

是

雖

工
時

運

之

令

レ

然

峯

」

と

あ

る

時

運

は

、

如

何

に

し

て

導

き

出

さ

れ

た

思

想

で
あ

ろ
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う

か
。
当

時

三
十

二

歳
右

大

臣

の
兼

実

に
、

か
く

の
如

き
悲

痛

の
念

を
懐

か

し

め
た
思

想

の
本

源

を
探

索

す

る

こ
と

は
、
中

世

の
精

神

史

解
明

に
絶

対

に
要

請

せ
ら

れ

る
課

題

で
あ

る
。

(二)

兼

実

の

言

う

仏

法

王
法

滅

尽

の
時

と

は
、

二

種

の

思

想

を

抱

擁

し

て

い

る
。

即

ち

一
は

仏

法

滅

尽
,で

あ

り

、,

他
呈

法
蹙

で
あ

る
・
仏
法
滅
尽
と

は
末
法

の
底

上

に
立

っ
法
碆

憲

で
あ

つ
て
・
末
法

は
既
塞

鷺

年

 よ
り
開
幕

せ

ら
れ

た

こ
と

は
、

天

台

仏

教
圏

に

お

い
て

は
既

定

の
事
実

と

せ

ら
れ

て

い
る
。

永

承

七
年

か

ら
遡

つ
て
二

千

年

を
仏

滅
年

代

と
す

る
説

は
、

周

異
記

の
説

で
あ

つ
て
、

周
穆

王

五

十

三
年

(
環
九

四
九

年
)

と

す

る
、

こ

の
説

の
我

が
国

に
行

わ

れ

る

よ

う

に

な

つ
た

の
は
、

藤
業

時

代

の
三
宝

絵
詞

等

を
始

め
と
す

る
。

史
書

に

お

い
て

は

、

永

承

七

年

を

取

扱

う

べ
き
、

一
一
五

〇

～

一

一
五

九

に
成

立

し

た
藤

原

通

憲

の

本

朝

世

紀

は
、

後

一
条

天

皇

長

元

九
年

か

ら
後

令

泉
天

皇

の
治

暦
四

年

(
一
〇

六
八
)

ま

で
が
散

逸

し

て

い
る

の

で
、

詳

細
を
知

る
由

も

な

い
が

、
皇

円

の
扶

桑
略

記

は
巻

二

応
神

天

皇

の
条

に

「
元

年

(
却

二

六

九
)

庚

寅

、

相

二

当

晋

才

一
主
武

皇
帝

泰

始

五

年
"

、

如
来

滅
後

一
千

二

百
十

九
年

也

」

と
あ

り

、

帝

王
偏

年

記

の
冒
頭

に

は
釈

迦

の
事

歴
を

あ

げ
、

「

(
穆

王
)

当

二
五

十
四

年

壬
申

二
月

十

五

日
h

、

於

二

狗

尸

那

城

一
入
涅
槃

、
時

年

七

+

九

、
」

と

あ

り
、

我

が
国

の
地

神
才

五

代

の
鸚

鷦

草
菅

不

合
〃尊

の
代

と

す

る
。

又
巻

二

の
支

那

の
三
皇

五
・帝

三
王

を
挙

げ
る

中

、

周
穆

王

の
条

に
在

位
中

の
釈
迦

の

事

歴

を
挙

げ
て

入
渥
槃

を

記

し
、

「
当

工
穆

王
五

十
四

年

壬
申

歳

二

月
十

五

日

一
也
」

と
述

べ
、
更

に
巻

三

の
神

武

天
皇

の

項

に

「
元
年

辛

酉

、

仏
滅

後

二
百
九

十

年

、

当
二

周
橲

王

三
年

サ
也

」

と
記

し

て

い
る
。

し

か

る

に
巻

二

に
は

、

入
涅
槃

を
穆

王

の
五

十

二
年

又

は
五
十

三

年
と

す

る
異

説

も
存

し

た
の

で
、
彼

は

「
始

v
自

二
誕

生
'

終

レ
至

二
泥

垣

一
年

月

不

v

同

、
暫

依

二
一
説

嚇
」
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と
立

場

を

明

ら

か

に
し

て

い
る
.

五

十

二

年
説

を

と

る

も

の

は
光

定

で
、

「
伝
述

一
心
戒

夊

」

に

其

歳
即

当

周

国
穆

王
満

五
十

二
年

壬

申

春

二
月

十

五

日

と
挙

げ

、

こ
の
年

か

ら
算

計
し

て

「
自

二

仏

入
滅

榊
、

至

二
于

大

日
本

国

延

暦

二
十

五
年

丙
戌

幽

正

経

↑嵎
一
千

七
百
四

十

七
歳

鴨
」

と

あ

る
。

こ
の

年
数

に
は
八

年

の
誤

差

が

あ

る

が
、

こ

の
年
数

に
基

い
て
光

定

は
、

「
弘

仁

十
年

三
月

十

五

日
、

承

二

先

師

命
一

、

守

y
国

護

ン
家

、

大

乗

厚
力

、

菩

薩
深

助

、
像

法

之
末

、

七
難

易

発

、

五
濁

之

時

、

三
災

無

v
不

v
起
」

と

あ

る

。
減
後

一
千
七

百

六

十

八
年

を
以

て

「
豫

法
之

末

」

と
表
現

す

る

こ

と

は
、

三

時

説

の

時
限

を

正
像

各

千

年

説

に
準
拠

し

て

い
る

こ
と

は
明
瞭

で
あ

る
。

こ
れ

に
関

連

し

て

「
末
法

灯
明

記

が

、

「
従

二
其

壬
申

楠
至

二

我

延

暦

二

十
年

辛

巳
{

、

一
千

七
百

五

十
歳

と

し

て

「
三
宝

絵

」

、

「
扶

桑

略
記

」

等

の
年

限

に
整

理

せ
ら

れ

て

い

る

こ
と

は
、

「
末

法

灯

明

記

」

の
成

立

に
関

す
る
課

題

の
解
明

に
、

嘯
示
駿

を

提

呈

し

て

い
る
も

の

で
あ

る
。

慈

円

は

「
愚

管

抄

」
巻

一
皇

帝

年

代

記

の
オ

嘲
神

武

天

皇

の
条

に

元

年

辛

酉
歳

・

如
来

の
滅
後

二

百

九
十

年

云
云

と
記

し

・

「
帝

王

編
年

記
」

の
先
駆

を

な
し

て

い
る
。

し
か

る

に

怒
円

は
皇

帝

年

代

記

の
後

冷

泉

天

皇

の
下

に

も
、
巻

四

の
別

帖

後
冷

泉

天
皇

の
項

に

も
、

末
法

到
来

に

つ

い
て
何

等

言

及

せ
ず
、

却

て

「
帝

王

編

年
記

」

に

は

「

(
永

承
)

六
年

辛
卯

、

仏
滅

二

千
年

、
像

法

訖
」

、

「
七

年

壬
辰

、

始

入

二
末

法

鞠

」

と
像

末

の
時

限

を

明
瞭

に
し

て

い
る
。

か
く

の
如

く

史

家

に
取
扱

れ

た
末

法

思
想

が
、

在

俗
知

識

人

に
受

容

せ

ら
れ

た

一
断

層

を
兼
実

に

つ
い

て
見

れ
ば

、

仁
安

二
年

(
一
一
六
七
)

十

一
月

二

十

九
日

、
御

堂

御

八

講

始

め

に
、
持

病

を
推

し

て
参
仕

し

た
十

九

歳

の
兼
実

は
、

公

卿

一
人
参

仕

せ

ず
、

殿

上

人

只

二
人

と

云

う

は
、
先

例
未

曾

有

の

こ
と
で
あ
り

、

僧

綱

一
人

不

参

の
法

会

に
憤

慨

し

た
彼

は
、

「
末

代
諸

事

如

レ
此

、
悲

哉
」

と

特

筆

し

て

い
る
。

こ
れ

に

ょ

つ
て
知

ら

れ



/7慈 円の時代観

る
如

く

、
末

代

の

意
識

は
知

識

青
年

層

に
浸
透

し

て

い

た

と

こ

ろ

で
、

こ
れ

に
匹
敵

す
る

語

は

「
只
恨

生

脚㌦
五

濁
之

世

啣
、
悲

哉
悲

哉
」

(
幅
箜

箪

臣
=
ハ
3

で
あ

る
。
従

つ
て

慈

円

に

お

い
て

は
末

法

問

題

に

つ
い
て
、

こ

丶

に

問

題

と

し

て

再

論

強

調

す

る

を

要

せ

ぬ

、

社

会

に
瀰

漫

し

た

思

想

と

し

て

、

論

及

す

る

と

こ

ろ

が

な

か

つ

た

の

で
あ

る

。

　∈

王
法

滅
尽

と

は
如

何

な

る
思
想

を
媒

介

と

し

て
成

立

す

る

か

と

云

う
に

、

「
愚
管

抄

」
巻

三

の
序

に

人
代

と
成
り

て
神

武

天
皇

の

御
後

百

王
と

聞

ゆ

る
、

す

で
に
残

り
少

く

、

八
十

四

代

:
:
:
。

と
あ

り

、

又
巻

七

に

は

「
百
王

の
今

十

六
代
残

り

た

る
程

は

:
:
:
」
と

あ

る
。

「
源
平

盛

衰
記

」

巻

二

十
四

の

山
門

都

返
奏

状

事

に
引

く
、
治

承

四

年
十

一
月

の
請

被

下
特

蒙

篇
天

恩

一
停

申
止
遷

都

L
子

細
状

な

る
衆
徒

の

奏

状

に

は

右

釈

尊

以

鴇縣
遺
教

曽
附

=
属

国

王
卿

者

、

仏
法

王
法

之

徳

、

互

護
持

故

也
。

就

中

延

暦

年
中

。

桓

武

天
皇

　

伝

教

大

師

。

深

結

輸鶤
契

約
呻
。

聖

主

則

興

=
此

都
一
。

親

崇

二

"
乗

円

宗

印
。

大

師

亦

開

嘲胴

当

山

゜
。

忽

備
轍翩

百

王

御

願

鯆
。

其

後

歳

及

篇
四

百

廻
崙
。

仏

日

久

耀
=

四

明

之

峯

啣
。

世

過

鷸

三

十

八

代

騨

と

あ

る

。

彼

等

の

使

用

す

る

百

王

思

想

は

、

慈

円

の

具

体

性

を

持

っ
内

容

と

は

、

著

し

い

相

違

が

外

面

的

に

は

認

め

ら

れ

る

が

、

し

か

も

慈

円

は

巻

三

に

又

世

間

は

一
蔀

と

申

し

て

、

一
草

が

程

を

ば

六

十

年

と
申

し

、

支

于

お

な

じ
年

に
廻

り

か

え

る

程

な

り

。

此

の
程

を

は

か

ら

ひ

て

、

次

才

に
衰

え

て

は

又

起

り

、

衰

え

て

は

又

起

り

し

て

、

起

る

度

々

は

衰

へ
た

り

つ
る

を

、

少

し

も

て

起

し

起

し

し

て

の

み

こ

そ
今

日

ま

で
世

も

人

も

侍

る

め

れ

。

た

と

へ
ば

百

王

と

申

す

に

つ

き
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て

、

こ

れ

を

心

得

ぬ

人

々

に

心

得

さ

せ

ん

料

に

、

譬

を

と

の

て
申

さ

ば

、

百

帖

の

紙

を

置

き

て

、

次

才

に

使

う

程

に

、

い

ま

一
、

二

帖

に

な

り

て

又

ま

う

け

加

ふ

る

度

は

、

九

十

帖

を

ま

う

け

て

使

ひ

、

又

そ

れ

も

尽

き

て

、

ま

う

く

る

度

は

、

八

十

帖

を

ま

う

け

て

使

い

、

或

は
余

り

に

衰

え

て

又

起

る

に
、

た

と

へ
ば

一
帖

残

り

て

、

そ

の

一
帖

今

十

枚

ば

か

り

に

な

り

て

後

、

九

十

四

、

五

帖

を

も

ま

う

け

な

ど

せ

ん
を

ば

、
衰

・へ
極

ま

り

て

、

殊

に

よ

く

起

り

出

つ

る

に

た

と

う

べ
し

。

と

述

べ
て

、

神

皇

正

統

記

の

王

位

の

無

窮

性

に

連

な

る

発

端

を

な

し

て

い
る

。

「
神

武

天

皇

の

御

後

百

王

と
聞

ゆ

る

、

す

で

に
残

り

少

く

、

八

十

四

代

に
も

な

り

に

け

る

」

と

云

う

、

所

謂

「
末

代

悪

世

、

武

士

が

世

に

な

り

果

て

て

、

末

法

に

も

入

り

に

た

れ

ば

」

と

云

う

世

を

起

す

道

理

の

発

見

は

、

兼

実

の

時

運

と

称

す

る

絶

望

的

人

生

観

と

対

称

的

な

思

想

で

あ

つ

て

、

「
愚

管

抄

レ

が

過

去

の

み

な

ら

ず

、

未

来

を

も
規

定

す

る

、

鑑

戒

書

と

称

せ

ら

れ

る

所

以

も

茲

に

あ

る

。

慈

円

の

史

観

の

構

成

を

結

論

的

に
云

え

ば

、正

像

末

の

三

時

観

を
下

部

構

造

と

し

、

仏

教

の

道

理

、

時

運

の

推

移

の

上

部

構

造

を

国

史

上

に

見

て

い

る

。

　個

愚

管

抄

巻

三

に
「神

武

よ

り

成

務

ま

で

十

三

代

は

、

ひ

し

と

正

法

の

王

位

な

り

。

仲

哀

よ

り

光

仁

ま

で

三

十

六

代

は

と

か

く

移

り

て

、

様

々

の

理

を

あ

ち

は

す

に

て

侍

る

な

り

」

と

あ

り

、

又

「
寛

平

ま

で

は

上

古

、

正

法

の

末

ど

覚

ゆ

。

延

喜

天

暦

は

そ

の
末

、

中

古

の
始

め

に

て

、

め

で

た

く

て
而

も

又

け

だ

か

く

も

あ

り

け

り

」

と

あ

つ

て

、

宇

多

天

皇

ま

で

は

上

古

、

醍

醐

天

皇

を

以

て

中

古

の

初

め

と

な

し

て

い

る

。

又

「
冷

泉

、

円

融

よ

り

白

河

、

鳥

羽

の

院

ま

で

の

人

の

心

は

た

ゴ

同

じ

よ

う

に

こ

そ

は

見

ゆ

れ

」

と

一
時

代

を

劃

し

、

「
後

白

河

の

御

末

よ

り

む

げ

に
成

り

劣

り

て

、

こ

の

十

廿

年

は

つ

や

つ
や

と

あ

ら

ぬ

こ
と

に
成

り

に
け

る

に

こ

そ
」

と

あ

る

の
ほ

、
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「
保

元

以

後

の

事

は

皆

乱

世

に

て

侍

れ

ば

、

わ

ろ

き

事

に

て

の

み

有

ら

ん

ず

る

:
:
:
」
の

序

の
言

と

照

応

し

て

、

時

代

の

衰

変

、

「
世

の

末

の

大

い

な

る

変

り

目

し

と

せ

ら

れ

て

い

る
。

王

位

の

正

法

の
、

末

代

に

次

才

に
失

わ

れ

る

こ

と

に

よ

っ
て

、

「
継

目

し

が

見

出

さ

れ

る

、

即

ち
神

武

か

ら

成

務

ま

で

の

十

三

代

は

王

法

俗

諦

ば

か

り

で
変

異

な

く

、

そ

れ

に

上

古

の

仲

哀

か

ら

欽

明

ま

で

の
十

七

代

は

、

「
と

か

く

落

ち

上
り

て
」

と

あ

る
如

く

、

悪

王

も

ま

じ

り

乍

ら

め

で

た

く

過

ぎ

、

「
欽

明

に
仏

法

渡

り

は

じ

め

」

、

こ

れ

か

ら

「
仏

法

に

王

法

は

た

も

た

れ

」

る

こ

と

丶

な

り

、

敏

達

か

ら

桓

武

ま

で

二

十

一
代

、

平

安

遷

都

を

以

て

一
期

限

と

し

、

在

位

年

代

の

減

少

を

以

て

、

「
国

の

初

よ

り

終

り

ざ

ま

へ
下

り

行

く

相

」

と

し

て

い

る

。

又

「
寛

平

ま

で

は

上

古

、

正

法

の

末

と

覚

ゆ

、

延

喜

、

天

暦

は

そ

の
末

、

中

古

の
初

め

に

て

、

め

で

た

く

て

而

も

又

け

だ

か

く

も

あ

り

け

り

。

冷

泉

、

円

融

よ

り

白

河

・
鳥

羽

の

院

ま

で

の

人

の

心

は

た

だ

同

じ

よ

う

に

こ

そ
.は

見

ゆ

れ

。

後

白

河

の

御

末

よ

り

は

む

げ

に
成

り

劣

り

て

、

こ

の

十

廿

年

は

つ

や

つ

や
と

あ

ら

ぬ

こ

と

に
成

り

に

け

る

に

こ

そ

」

と

、

平

安

期

を

細

分

し

て

い

る

。

こ
れ

「
王

法

仏

法

互

に
守

り

、

臣

下

の

家

、

魚

水

合

体

の

礼

違

う

事

な

く

て

、

斯

く

め

で

た

き

国

な

れ

ど

次

才

に
衰

へ
て

、

今

は

王

法

仏

法

な

き

が

如

く

に

な

り

行

く

し

相

状

に

ょ

つ
て

、

継

目

を

設

定

し

た

も

の

で

あ

る

。

こ

の

上

部

騁

造

よ

り

透

視

す

る

と

き

、

「
道

理

を

立

つ

る

に
様

々

さ

ま

ざ

ま

」

な

る

推

移

を

見

る

動

力

因

と

し

て

、

仏

教

三

時

説

の

現

存

す

る

こ

と

が

知

ら

れ

、

三

時

説

に
裏

付

け

ら

れ

て

、

道

理

は

常

に

真

理

性

を

も

つ

も

の

で

あ

る

。

こ

の

道

理

は

固
定

不

変

な

も

の

で

な

く

、

後

三

条

天

皇

の
院

政

に
対

し

て

、

「
是

れ

は

皆

王

法

衰

う

る

上

に

又

起

し
立

つ
る

継

目

々

々
に

、

様

か

わ

り

て

、

珍

し
.く

て

、

し

ば

し

し

ば

し

世

を

定

め

ら

る

べ

き

道

理

の

あ

ら

わ

る

丶
な

り

」

と

、

院

政

を

肯

定

す

る

道

理

は
作

り

か

え

ら

れ

る

も

の

で
あ

る

。

「
王

位

の

正

法

の

、

末

代

に



o

次
才

に
う

せ
し

て

、

王

臣

の
器
量

果

報

の
衰
え

た

の
を
起

す
挺

の
役

割

を

な
す

も

の

は
何

か

と
云

う

に
、

滅

罪

2

生

善

、

遮

悪
持

善

の

道
理

、
諸

悪
莫

作

、
諸

善
奉

行

の
仏

説

、

諸
仏
菩

薩

の
利

生
方

便

に
よ

ら

な
け

れ

ば
な

ら

ぬ
と

強

調

す

る
と

こ
ろ

に
、
兼

実

と

対

比
し

て
、

彼

は
明

る

い
人

生
観

、

人

間

的
情
熱

を
社

会

に
放

射

す

る

こ

と
を
得

た
。


